
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年 12月末、街区ごとに建築開始可能時期などを公表していますが、今般、

盛土工事などの進ちょく状況により見直しを行いましたのでお知らせします。 

県道 丸森権現堂線 

■宅地（津波復興拠点整備事業区域以外）の建築開始可能時期及び主要道路の供用開始時期（予定）  

■津波復興拠点整備事業区域の建築開始可能時期（予定）  

各街区の予定借地人において、建築開始可能時期に合わせて施設整備を

進めています。まちづくり会社（㈱キャッセン大船渡）では、②、⑤街

区の商業施設の整備を先行して進め、⑦、⑧街区についても建築開始可

能時期に合わせ整備に向けた検討を進めていく予定です。 

※㈱キャッセン大船渡は、津波復興拠点整備事業区域全体の賑わい創出

などエリアマネジメントを推進するまちづくり会社として平成27年

12月 15日に設立されました。 
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